
　
７
月
中
旬
に
各
保
険
料
の
通
知

書
を
発
送
し
ま
す
。

　
各
保
険
制
度
の
改
正
は
、
表
①

の
と
お
り
で
す
。
各
保
険
税（
料
）

今
年
の
制
度
改
正
に
つ
い
て

　昨年の所得（収入）が一定額以下の世帯で、失業などにより一定以上の所得
減少や損害を受けた場合は、申請により保険税（料）が減免されることがあり
ます。事前（納期限７日前まで）に保険課へお問い合わせください。
　新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少が見込まれる方も保険税（料）
の一定割合の減免が適用されることがありますので、あわせてご相談ください。

※共通事項保険税（料）の減免について

※
詳
細
は
、
各
通
知
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

保
険
税（
料
）の
通
知
書
発
送

【介護保険制度全般】
高齢福祉課（本庁舎北別棟2
階　☎34－3213 ｆ34－3016）

【国民健康保険税、後期高齢
者医療保険料、介護保険料の
賦課・徴収】
保険課（東庁舎 2階　☎34－
3215 ｆ39－2523）

●問い合わせ

費
の
自
己
負
担
額
が
そ
れ
ぞ
れ
変

更
さ
れ
ま
す
。（
表
②
、
③
）

【
高
額
介
護
（
予
防
）
サ
ー
ビ
ス

費
】
は
、
現
行
の
現
役
並
み
所
得

相
当
の
区
分
を
細
分
化
し
た
上
で
、

限
度
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

（
表
④
）

に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
通
知
書
に

同
封
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

介
護
保
険
制
度
の
改
正

　
８
月
か
ら
一
部
が
変
更
さ
れ
ま

す
。

【
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
】

は
、
対
象
と
な
る
方
の
要
件
と
食

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
・

介
護
保
険
の
保
険
税（

料）

通
知
書
お
よ
び
制
度
改
正

表①
保険制度 改正の概要

共通

保険税（料）算出の基礎となる所得の算出方法の
変更（税制改正）
•�給与所得控除、公的年金等控除の減額（各10万
円減）
•基礎控除の増額（10万円増）　※介護は影響なし

国民健康保険 税制改正に伴う、均等割・平等割の軽減判定方法の変更
後期高齢者
医療保険

均等割軽減特例の廃止（7.75割軽減→ 7割軽減）
税制改正に伴う、均等割の軽減判定方法の変更

介護保険
保険料の所得判定段階基準額の変更（第 7～第
11段階）
施設入所者の食費の負担限度額等の変更（表②③）
高額介護サービス費の負担限度額の変更（表④）

表②　預貯金要件の見直し
令和 3 年 7 月まで 令和 3 年 8 月から

年金収入等80万円以下
（第 2段階）

単身　1,000万円
夫婦　2,000万円

単身 �650万円
夫婦1,650万円

年金収入等80万円超120
万円以下（第 3段階①）

単身 �550万円
夫婦1,550万円

年金収入等120万円超
（第 3段階②）

単身 �500万円
夫婦1,500万円

表③　食費の負担限度額の見直し
施設入所者 ショートステイ利用者

令和 3年
7月まで

令和 3年
8月から

令和 3年
7月まで

令和 3年
8月から

年金収入等80万円以下
（第 2段階） 390円  �390円 390円  �600円

年金収入等80万円超120
万円以下（第 3段階①） 650円  �650円 650円 1,000円

年金収入等120万円超
（第 3段階②） 650円 1,360円 650円 1,300円

表④　高額介護サービス費の負担限度額の変更
　　　※利用者と同一世帯に、年収約770万円の65歳以上の方がいる場合

新設�
課税所得690万円（年収約1,160万円）以上 14万� �100円（世帯）

課税所得380万円（年収約770万円）～課税所得690万円
（年収約1,160万円）未満 9万3,000円（世帯）
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